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熱中症を予防しよう（厚生労働省・建災防ほか） 
 

～令和６年「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」始まる～ 

-令和６年５月１日から９月３０日まで- 

今年も暑い夏が予想されます。職場でも、夏季を中心に熱中症が相次ぎ、

対応が良くないと重症化し死亡に至る事例も後を絶たない状況にあること

から、本年度もキャンペーンを展開します。本キャンペーンは、すべての職

場で適切な対策、対応の推進をお願いするものです。 

 なお、当支部では、5 月 14 日および６月 28 日に、兵庫県民会館で「建

設業等における熱中症予防指導員研修」を開催します。店社の安全衛生担当

者はもちろん、協力会社等のみなさんにもご参加をお願いします。 

 

令和 6 年度「兵庫労働局・安全指導者・研究会合同会議」が開催されました 

連休前の 4 月 25 日、兵庫労働局から岡本労働基準部長、鈴木監督課長、平野安全課長、高石健康課長、

西脇安全専門官を迎え、安全指導者、研究会等の合同会議

が開催されました。労働局からは、第 14 次労働災害防止

5 か年計画、墜落・転落防止、転倒災害防止、化学物質対

策等の説明が、研究会第１部会からは「新人・未経験者の

ための安全点検チェックポイント」、第２部会から「災害

防止に関するリスクアセスメント」の発表、また、安全指

導者の活動について、神戸東分会から齊田氏、尼崎分会か

ら延山氏、淡路分会から西岡氏の発表がありました。 

建災防安全指導者は、各分会において、所轄の労働基

準監督署と合同で、安全パトロール、安全衛生大会等を

実施しています。各社・各現場におかれましても、これらの機会を活用し、積極的に安全活動に取り組

みましょう。 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

建災防ニュース 
令和 6年５月臨時号  

兵 庫 

合同会議（４月２５日） 

  

 

 
松田支部長・鈴木監督課長    岡本労働基準部長 田邊研究会委員長・浦埜第１部会長 
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令和 6 年度建設業の安全衛生対策の推進について（厚生労働省・兵庫労働局） 
 

2023 年 4 月から 2028 年 3 月までの 5 年間を計画期間とする 

第 14 次労働災害防止 5 か年計画の 2 年目となる令和６年度における建

設業の安全衛生対策の推進について、厚生労働省、兵庫労働局から基本

通達が示されています。以下についてご留意をお願いします（抄）。 

1．労働者の安全確保のための対策 

（１）足場、はしご、脚立等からの墜落・転落防止対策 

（２）墜落制止用器具の適切な使用 

（３）建設工事の現場等における荷役災害防止対策 

（４）転倒災害、交通労働災害の防止 

（５）高年齢労働者、外国人労働者、一人親方等の安全衛生対策 

２．労働者の健康確保、化学物質等による労働災害防止対策 

（１）建設業におけるメンタルヘルス対策の推進 

（２）熱中症対策、じん肺、石綿、化学物質による健康障害予防対策 

３．その他の安全衛生に係る対策 

（１）労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用 

（２）建設業における安全衛生教育の推進 

※詳細は、同封の「建設の安全」5 月号 p.2～に掲載されています。 

 

令和 6 年度「全国安全週間」が７月に実施されます  

                               

今年で９7 回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場

での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。 

労働災害を減少させるためには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを

遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。本年度は、 

「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」 をスローガンに、 

６月１日～３０日を準備期間 

７月１日～７日を本週間   として実施されます。  

建設業では、①足場等からの墜落・転落防止対策、

②職長・安全衛生責任者等による安全衛生教育の実施、

③元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に

対する指導の実施、④請負契約における適切な安全衛

生経費の確保、⑤輻輳工事における適正な施工計画、

作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施

等を継続的な実施事項としています。建災防版「全国

安全週間実施要領」（冊子）は、来月お届けする建災

防ニュース６月号に同封します。 

また兵庫県下では、これから迎える 7 月に、併せて

「建設業労働災害防止強化月間」が設定されます。 

   

令和 6 年度通常総会の開催について 
  

本年度の通常総会は、令和６年 5 月 24 日（金）13 時 30 分 から開催いたします。 

昨年、新型コロナ感染症が 2 類から 5 類に変わったことから、今年度は、通常の形式に戻して 

開催させていただきます。つきましては、通常総会のご出欠を FAX いただきますとともに、   

ご都合により欠席される場合は、委任状の提出をよろしくお願いいたします。 

 

※ 【お知らせ】 

建災防兵庫県支部では、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を開講します。（6 月 14 日ほか） 

該当する作業を行う方は、あらかじめ受講をお願いします。 


